
大阪港湾局発注の物品供給等契約案件における随意契約（特名随意契約）の結果について（少額特名随意契約を除く）

No. 案　件　名　称 物品種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号） ＷＴＯ

1 国際フェリー岸壁外１箇所保安対策設備修繕
OA機器・用

品
NECネッツエスアイ株式会社 ¥1,210,000 R5.10.20

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

G30 -

2 測量業務システム（用地整理）長期借入（その2）
情報処理用

機器
みずほ東芝リース株式会社 ¥4,493,500 R5.12.25

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

G7 -

第３四半期分

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
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随意契約理由書  

   

次のとおり随意契約を依頼します。  

  

１ 案件名称  

国際フェリー岸壁外１箇所埠頭保安対策設備 修繕  

  

２ 契約の相手方  

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社  

  

３ 随意契約理由  

本業務は、「海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS 条約）」の改正に伴い制定さ

れた「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく港湾保安対策に

かかる対応設備に不具合等が発生した際に、修繕を行うものである。  

修繕の対象となる設備は赤外線センサー、振動センサー、監視カメラ、モニター等であり、

これらが設置されているのは 365 日 24 時間警備を実施している重要国際埠頭施設で、当該設

備の不具合が長期間に及ぶと不測の有事が発生した場合に警備業務の対応が滞るなど、保安対

策に支障をきたすため、速やかに修繕を行う必要がある。   

本業務実施にあたって、上記法令に基づいて国土交通省より承認を受けている保安規程にお

いても、秘密情報を取扱う者は最小限に留めることを求められており、監視カメラの配置やシ

ステム構築内容等の保安対策上、情報漏洩を防止する観点から秘密保全を図る必要がある。   

上記業者は、北港白津岸壁・南港Ｃ６・７岸壁・国際フェリー岸壁における重要港湾施設の

埠頭保安対策設備を統括制御システムに組み込んで設計製作しており、当該設備設置時に当局

と秘密保持を含む工事契約を締結している。   

以上のことから、保安設備の本体構造及びシステム全体を把握し秘密保全に関する必要な規

則・体制を確実に有する事業者は上記業者のみであるため、上記業者への随意契約を依頼する

ものである。  

  

４ 根拠法令  

  地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号  

  

５ 担当部署  

  大阪港湾局 計画整備部 海務課（防災保安）  
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随意契約理由書 

 

次のとおり随意契約をお願いします。 

 

１ 案件名称 

   測量業務システム(用地整理)長期借入(その２) 
 

２ 契約の相手方 

   みずほ東芝リース株式会社 
 

３ 随意契約理由 

本システムは、港湾区域を対象とした所管用地内に混在する各施設用地の整理を行うための測

量業務としており、現場作業で観測した測量データを計算・解析・図化する測量ＣＡＤを稼働さ

せるために不可欠なシステムであり、業務遂行上必要不可欠なものである。 

今回、令和 6年 2月 29日に契約期限を迎える現契約の本システム機器は適切なメンテナンスが

行われており故障等の不具合もなく、継続使用に支障のない良好な状態である。 

したがって、上記受注者と再リース契約（令和 6年 3月 1日～令和 9年 9月 30日）を行えば、

別業者と新たにリース契約を結ぶより経費削減を図ることができる。 

以上の理由により本借入について、上記業者への随意契約を依頼するものである。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号 
 

５ 担当部署 

   大阪港湾局 営業推進室 管財課 

 

 


